
令 和 ２ 年 4 月 28 日

雇 用 主 様

長崎県立長崎工業高等学校定時制

校 長 梅 野 剛

生徒の就業について（お願い）

春暖の候 雇用主様には、ますますご清栄のことと存じます。

日頃から、本校の教育にご理解をいただき、誠にありがとうございます。

4 月 16 日（木）に新型コロナウィルス感染拡大対策として、全国に緊急事態宣言が発令され

ました。

それに伴い本校でも臨時休校とすることを先日お知らせいたしましたが、さらなる生徒の安全

確保のため休校期間を延長することといたしました。

つきましては、本校生徒を抱える雇用主様には大変ご迷惑をお掛けしますが、何とぞ趣旨をご

理解の上、生徒の就業内容、形態、時間等に関してご配慮いただきますようお願い申し上げます。

記

〇 休校期間 令和２年 4 月２１日（火） ～ 5 月 10 日（日）

問い合わせ

長崎県立長崎工業高等学校 定時制

電 話 ０９５－８５６－０１１５

担 当 教頭 野原


